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事務局職員給与規程 

 

平成２６年 ５月 ９日 制定 

令和 ２年 ３月３０日 改正 

令和 ４年 ９月１６日 改正 

 

代表理事（以下「会長」という。）は、定款第３２条第４項の規定に基づき、事務局職員

給与規程を次のとおり定める。 

 

（目的） 

第１条 この規程は事務局職員就業規程（以下「就業規程」という。）第２０条の規定に基

づく職員の給与について必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（給与の構成・種類） 

第２条 給与の構成は、事務局長の職にある者を除く職員（以下「事務局職員」という。）

にあっては月給制給与とし、事務局長の職にある職員（以下「事務局長」という。）にあ

っては年俸制給与とする。 

２ 給与の種類は、本俸、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び賞与とし、年俸

制給与にあっては、年俸額を１２で除して得た額を本俸として扱うこととする。 

 

（支給方法） 

第３条 給与は、通貨をもって直接本人、又は本人が指定する口座振込により支給する。

ただし、法令に基づき源泉徴収を義務づけられている額はこれを控除する。 

 

（支給日） 

第４条 給与は、月の末日に支給する。ただし、その日が就業規程第７条に規定する休日

に当たるときは直近の休日でない日とする。 

２ 賞与は、７月１０日及び１２月１０日に支給する。ただし、その日が就業規程第７条

に規定する休日に当たる場合の取扱については、前項ただし書の規定を準用する。 

 

（給与の計算期間） 

第５条 給与の計算期間は、次項に定める場合及び他に別段の定めがある場合を除き、本

俸及び通勤手当は月の初日から末日までの期間とし、時間外勤務手当及び休日勤務手当 

は前月の２１日から当月２０日までの期とする。 

２ 新たに職員となった者には、その日から、増給又は減給があった者の増減分について

は、発令の日から計算する。退職、解雇のときはその日まで、職員が死亡したときはそ

の月の末日までとする。 
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（給与の計算方法） 

第６条 所定の勤務時間又は勤務すべき日について、勤務しなかった時間又は日があった

ときは、有給休暇の承認を得た場合を除き、その時間又はその日に対する給与はこれを

支給しない。 

２ 前項の場合における勤務しなかった時間又は勤務しなかった日の計算は、給与の計算

期間の末日において合計し、当月分給与から当該給与額を減額する。 

 

（職員給料表） 

第７条 事務局職員にあっては、本俸は月額とし、本俸の基準となる職員に適用する給料

表は、別表に定める職員給料表（以下「給料表」という。）に定めるところによる。 

 

（初任給本俸及び年俸額の決定） 

第７条の２ 新たに職員となった事務局職員にあっては、初任給本俸については、給料表

の１号給を基準として会長がこれを決定し、新たに事務局長になった者の年俸額にあっ

ては、その都度、職務の内容、能力、経験等を考慮のうえ、理事会の議決を経て会長が

決定する。 

 

（昇給） 

第８条 会長は、事務局職員が現に受けている給料表に定める本俸の号給を受けるに至っ

たときから１２か月を下らない期間を良好な成績で勤務したときは、原則として現に受

けている給料表に定める本俸の号給の１つ上位の号給に昇給させることができる。 

 

（昇給停止） 

第９条 会長は、次に定めるときは昇給を停止する。 

一 第７条に定める給料表の２０号になったとき 

二 満６０歳に達し、その属する年度末になったとき 

 

（昇給の時期） 

第１０条 昇給の時期は、他に別段の定めのある場合を除き、４月１日とする。 

 

（通勤手当） 

第１１条 通勤手当は、通勤のための交通機関を利用する職員に対して、最も経済的な通

常の経路及び方法により通勤した場合（ただし、徒歩により通勤した場合の距離が片道

１．５キロメートル未満の場合を除く。）における運賃の実費を支給する。 

ただし、その月の初日から末日までの間に、出張、休暇等により、勤務実績のない場

合は、その月の通勤手当は支給しない。 
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（時間外勤務手当） 

第１２条 所定の勤務時間外に勤務することを命ぜられた事務局職員には、その勤務した

時間に対して、勤務１時間当たりの給与額の１００分の１２５（その勤務が午後１０時

から翌日の午前５時までの間である時は、１００分の１５０）を乗じて得た額を時間外

勤務手当として支給する。 

 

（休日勤務手当） 

第１３条 就業規程第７条に定める休日に勤務することを命ぜられた事務局職員には、そ

の勤務した時間に対して、勤務１時間につき勤務１時間当りの給与額の１００分の１３

５を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、他の日に振替えて休日を与

えた場合は、この限りではない。 

 

（出張手当） 

第１４条 必要に応じて理事会の定める額を支給する。 

 

（単位当りの給与額） 

第１５条 この規程の適用上、１時間当り又は 1 日当りの給与額を算出する場合の計算方

法は次により定めるところとする。 

一 １時間当りの給与額は、本俸に１２を乗じ、その額を１週間あたりの勤務時間に５

２を乗じたもので除して得た額とする。 

二 １日当りの給与額は、本俸を２０で除して得た額とする。 

 

（賞与） 

第１６条 賞与は、第４条第２項に定める支給日に在職する職員に支給する。 

２ 賞与は、支給日前６か月間（１２月１日～翌年５月３１日及び６月１日～１１月３０

日の期間）の勤務実績、能率及び勤怠等を勘案して予算の範囲内で会長がこれを定める。 

 

（休職期間中の給与） 

第１７条 就業規程第２７条の規定による休職期間の給与は、これを支給しない。 

 

（傷病欠勤者の給与） 

第１８条 傷病による欠勤期間中の給与は第６条の規定にかかわらず、１日につき当該職

員の１日当りの給与額の１００分の６０に相当する額を支給する。 

２ 前項の規定は、当該職員が健康保険法に基づく傷病手当金の支給を受ける期間につい

ては、これを適用しない。 
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（適用除外） 

第１９条 事務局長には、第８条から第１０条及び第１２条、第１３条、第１６条の規定

はこれを適用しない。 

 

（補則） 

第２０条 この規定の施行に関して必要な事項は、会長がこれを定める。 

 

附  則 

１ この規程は、平成２６年５月９日から施行する。 

２ 職員が社団法人埼玉県不動産鑑定士協会から引続き勤務している場合の第８条の取扱

いについては通算して取り扱うものとする。 

３ 「現行規程の新法人移行後の取り扱いに関する決議」（平成２６年３月１４日決議）に

基づき当協会の規程等と見做していた旧法人時に制定した「事務局職員給与規程」につ

いては新規程の施行と同時に廃止する。 

附  則 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

附  則 

この規程は、令和４年９月１６日から施行し、改正後の第７条の２の規定の手続きは、

施行日以降新たに採用となった事務局長から適用する。 
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別表（第７条、第７条の２及び第８条関係）職員給料表 

 

令和２年３月３０日改正 

 

号 本   俸 昇 給 率 摘   要 

１ １７１，２００  初任給 

２ １７４，６００ ２ ％  

３ １７８，２００   

４ １８Ⅰ，７００   

５ １８７，３００ ３ ％  

６ １９２，９００   

７ １９９，０００   

８ ２０５，４００   

９ ２１１，９００   

１０ ２１８，３００   

１１ ２２５，８００   

１２ ２３２，６００   

１３ ２３９，７００   

１４ ２４５，０００ ２ ％  

１５ ２５０，４００   

１６ ２５５，７００   

１７ ２６１，１００   

１８ ２６６，４００   

１９ ２７１，８００   

２０ ２７８，２００  昇給停止 

備考 この表は、事務局職員に適用し、事務局長及び嘱託職員には適用しない。 


